
第1回 

2007年11月26日 

2007年11月26日に第1回ワールド・ハイビジョン・チャンネル放送番組審議会が

開催されました。 審議会委員は7名中5名が出席され、ワールド・ハイビジョン・

チャンネル側からは三輪社長他3名が出席致しました。 

審議に入り、審議会委員の互選により石田寛人委員が委員長に、勝島敏明委員が

副委員長にそれぞれ選任されました。 

その後審議会は「放送番組審議会規定」を承認し、さらに「放送番組の編集の基

準」及び 「放送番組の編集に関する基本計画」の諮問と答申を行い原案通り承認

されました。 最後に編成部長より番組編成の説明を行ないました。 

 

 

 

 

ワールド・ハイビジョン・チャンネル放送番組審議会委員 

委員長   石田 寛人 日本科学未来館 総館長、金沢学院大学・短期大学 学長 

副委員長  勝島 敏明 公認会計士・税理士 

委員    生駒 俊明  東京大学名誉 教授 

委員    菅谷 実  慶応義塾大学 教授 

委員    古濱 洋治  元郵政省通信総合研究所 所長 

委員    山下 東子 明海大学 教授 

委員    吉田 恭子 音楽家 

 

 

 

 



ワールド・ハイビジョン・チャンネル放送番組の編集の基準 

 

 当社は、全国民を対象とする放送メディアの社会的責任と公共的使命を認識した

上で、衛星デジタル放送の特性を十分に活用した、高品質な放送サービスを国民に

広く提供し、そのサービスを通じて文化レベルと国民生活の向上に努め、健全な民

主主義の発達に貢献することを目的とする。 

 

 この目的に向け、当社は公正な立場を守り、経営の自立を確保し、基本的人権を

尊重するとともに、言論と表現の自由を貫き、質の高い放送サービスを提供するこ

とによって国民の期待と信頼に応える。このために、当社は放送番組を以下の基準

によって編集する。 

 

放送番組の編集の基準 

１．放送番組は教養、娯楽・スポーツ、教育、報道にわたる編成を行う。 

 

２．世論と視聴覚者の要望を把握した上で、番組審議委員の意見を尊重し、これ 

らの意見を放送番組に反映させる。 

 

３．公序良俗に反する放送は行わない。 

 

４．放送内容が事実と反することが判明した際には、遅滞無く訂正または取消し 

を行う。 

 

５．教養番組は、視聴者の教養を高め、知識を豊富にし、常識と豊かな情操を養 

う助けとなるものとする。学術研究に関する番組は、正確を期し、科学的な 

根拠を明らかにした上で慎重に取り扱う。 

 

６．娯楽・スポーツ番組は、視聴者に楽しみと感動を提供して、生活内容を豊か 

に且つ生活の利便性を高めることに努める。 

 

７．教育番組は、対象とする視聴者にとって有益且つ適切であるとともに、継続 

的に放送するように努める。特に児童向け番組は、児童の健全な常識と豊か 

な情操を養うことに努め、心理的・身体的に悪影響を及ぼす恐れのあるもの 

は取り扱わない。 

 

８．報道番組は、独立した立場から事実を客観的且つ正確に取り扱う。報道に際 

しては個人の自由と名誉を尊重し、ニュースと意見は区別して取り扱う。 

 

９. 広告は広告であることを明らかにした上で、真実を伝え、関係法令を遵守し、 

且つ視聴者に対し責任を負い得るもののみを放送する。 

 

１０．この基準に定めた以外の細目については、衛星放送協会基準を準用する。 


